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特定施設の配置図
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〇騒音の防止方法

（１）遮音材料による防止方法

　　屋根：亜鉛鉄板

　　　壁 ：波形スレート（10ｍｍ厚）

　　　床 ：コンクリート（20ｃｍ厚）

　　天井：波形スレート（10ｍｍ厚）

　　　窓 ：アルミサッシ二重窓

（２）吸音材料による防止方法

　　天井全面に木毛セメント板（5ｍｍ厚）

（３）伝搬と塀その他の障害物による防止方法

　　特定工場を敷地の中央に配置する。

　　西側敷地境界線にブロック塀を建てる（高さ２ｍ）

　　東側境界線に楢葉を植樹する。
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特定工場の立面図
　（１）東側

　　　波形スレート
　　　　　　（10㎜）

　（２）南側
波形スレート（10㎜）

　（３）西側　　　東側と同じ
　（４）北側　　　南側立面図と同様
　注：騒音の防止方法の変更届出書については、変更前と変更後の防止の方法の内容を対比させること。
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